
「建築でトラブルにならないための講演」のご案内 

主催  （公 社 ）岐阜県建築士会 

事業・制度・教育・研修委員会 

建 築 相 談 員 部 会 

 

（公社）岐阜県建築士会では、日本建築士会連合会主催の「建築相談員のための研修テキス

ト」による講習会を実施してまいりました。これを基に平成 30年度より建築相談を開始する予定で

す。 

今回、連合会のテキスト作成にも携わられた東京建築士会・顧問弁護士の岡田先生をお招きし

て建築紛争の実例についてご講演いただきます。建築相談員の方にはより多くの建築紛争の実

例を知って頂き、相談業務に役立てて頂きたいと思っています。 

また、この講演会は建築相談を担当する建築士を対象としていますが、建築の業務等に携わ

る工務店の方や、設計士の方々にとって大変参考となる内容です。 

建築相談員以外の建築士の方の参加もお待ちしていますので、是非この機会に多くの方々の

ご参加をお願いいたします。 

 

記 

■ 講  師   岡田 修一弁護士（第二東京弁護士会、東京建築士会・顧問弁護士）  

 

■ 日  時   平成２９年１２月２日（土） １４：００～１６：３０ 

 

■ 会  場   岐阜産業会館 第一会議室 

〒５００-８３５８ 岐阜市六条南２丁目１１-１  電話 ０５８-２７２-３９２１ 

 

■ 参 加 費   無料 

 

■ 定  員   ５０名（申込先着順） 

 

■ 申込締切   平成２９年１１月 24日（金） 

 

■ お申し込み・問合せ先  

氏名、勤務先、ご連絡先の電話・FAX番号を下記の申込書にご記入の上、 

（公社）岐阜県建築士会宛に FAXでお送りください。 

（公社）岐阜県建築士会 FAX ０５８-２１５-９３６７ （電話 ０５８-２１５-９３６１）  

 

 申込書 

①氏名
ふりがな

                 

②勤務先                                      

③連絡先の電話番号             ・FAX番号              


